
■　よくあるご質問

Q1　ランプの限界温度について
A1　性能的には-10℃～50℃の実力は有しています。但し、器具側が温度や結露対策が考慮されている器具でないと使用で
　　　きないため、実使用上は器具の保証温度範囲5～35℃が目安となります。

Q2　落下の危険性について
A2　構造的にはアルミフレームを半円筒形状にすることで、たわみの発生を抑制し、たわみ変形によるソケットからの脱落を防
　　 止しております。20Wクラス/40Wクラスの重量に関しましては、G13口金のJIS規格の重量制限に基づき設計されておりま
　　　す。また110Wクラスの口金R17dの重量制限の規格はございませんが、落下防止パーツ等の保持部品を使用することで
　　　安心してご使用いただけます。

Q3　LEDから発する光が人体に影響がないか？
A3　LEDの光に関する安全基準としては、電気用品安全法でフリッカに関する項目があります。市場で何らかの問題が生じた
　　 場合は、LED関連の規格や基準が制定され、法律に反映されます。新光源のため、色々と話題になり、安全面での議論は
　　  されますが、現時点で人体への影響の報告事例はございません。

Q4　仮に、インバータやラピッド器具にそのままランプを使用したらどうなるか？
A4　ラピッドの場合は、ランプに内蔵しているヒューズが瞬時に断線します。インバータの場合は、同様にヒューズが断線するも
　　 のとインバータの保護回路が作動し、不点灯になるものがあります。

Q5　グロータイプの器具にそのまま取り付けた場合の消費電力は？
A5　器具の使用電圧にもよりますが、40Wクラスの目安としては100V器具で2W前後、200Vで1W未満の銅鉄型安定期のロス
　　 があります。20Wクラスのロスは0.1W未満です。
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Q6  直管形LEDランプPSEの取得について
A6  2012年7月1日より、電球形LEDランプ並びにLED電灯器具がPSEの対象になりましたが、直管形LEDランプはPSE対象外
      です。但し、当社専用器具との組み合わせでPSE対象となりますので、従来の蛍光灯器具と同様の安全性を有していると
      お考えください。

Q7  非常灯に使用できるか？
A7  使用不可です。非常灯の場合は認可ランプを使用する必要があります。また、非常点灯時も蛍光灯用の電源駆動となりま
      すのでLEDランプは対応できません。

Q8  軒下や防湿器具、冷凍庫への使用は可能か？
A8  結露等の問題がありますので使用不可です。

Q9  LED用配線工事された器具に蛍光ランプを誤って取り付けた場合はどうなるか？
A9  瞬時にランプが断線します。

■　専用器具以外にランプ交換をする場合のご注意

◆20Wクラス/40Wクラス（G13口金）の配線工事について

◇グロースターター器具に使用する場合（配線工事を行う前にご確認ください）
蛍光ランプをLEDランプに交換し、グロースターターを専用グロー管（別売）に交換して点灯チェックを行ってください。
ランプ極性はありません。チラツキが発生しない場合は、そのままご使用いただけます。
※チラツキが発生する場合は、インバーター器具と同様の配線工事を行ってください。

◇インバーター器具、ラピッドスタート式器具に使用する場合
以下の配信を行った場合は、ランプの取付方向に制限はありませんので、どの方向で取り付けてもランプが点灯します。
　　　　　　　
［工事例］
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◆110Wクラス（R17ｄ口金）の配線工事について ※ランプには給電方向があります（片側給電タイプ）

必ず下記の配線工事を行ってください。配線工事をしないままLEDランプを使用すると、ランプが破損します。
※アース線がある場合はアース線を切断しないでください。

[工事例]

※ランプの落下防止パーツを必ずご使用ください。
110形ランプは非常に長いため、落下防止パーツを使用しないと落下のおそれがあります。

3/4



4/4


